
非常変災時等の措置について（お知らせ） 

１ 臨時休業について 

（１）午前７時現在、大阪市に「暴風警報」もしくは「特別警報」が発表されているときは

臨時休業とします。（この場合は、一斉メール等でのご家庭への連絡はしません。） 

（２）地震等により、午前７時現在、ＪＲ大阪環状線、及び大阪メトロ（ニュートラム含む）

の双方が全面運休しているときは臨時休業とします。 

 

２ 登校後の措置について 

（１）登校後に「暴風警報」もしくは「特別警報」が発表され、通学バス下校便の変更があ

る場合は、学校から一斉メール等で連絡をしますので、ご協力をお願いします。 

（２）「暴風警報」もしくは「特別警報」が発表されていなくても、気象状況により通学バ

ス下校便が変更の場合は、学校から一斉メール等で連絡をしますので、ご協力をお願

いします。 

（３）下校時刻に変更がある場合、自力通学生徒については、居住地域や通学路の安全、保

護者の在宅等の確認を行ったうえで帰宅します。 

 

３ 保護者の方へのお願いについて 

（１）台風の接近等、あらかじめ予想される場合は、前日までにプリントを配布します。そ

の内容にしたがって対処してください。 

（２）午前７時に、「暴風警報」もしくは「特別警報」が出ていないときでも、登校に不安

がある場合は、無理をさせずに、自宅待機させてください。 

（３）「暴風警報」もしくは「特別警報」が発表されていなくても、気象状況により、学校

施設や通学路の安全が確保されない場合は校長の判断で臨時休業とすることもあり

ます。 

（４）『大雨』『大雪』『暴風』『暴風雪』『波浪』『高潮』のうち一つでも『特別警報』が発

令されている場合は、臨時休業になります。 

（５）「一斉メールサービス（ミマモルメ）」に登録していただくと、学校からのお知らせ

メールを受け取ることができます。ぜひ、登録してください。 

ご不明な点がありましたら、教頭までお問い合わせください。 
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☆よくある質問☆ 

Q.大阪市に、6 時 45分から大雨警報が出てるのですが、学校は休みですか？ 

A.いいえ、警報で休みになるのは「暴風警報」の場合です。 

Q.波浪特別警報が、大阪市に出ています。学校はお休みですか？ 

A.はい、「特別警報」が発令された段階で、臨時休校となります。 

大雪 

暴風雪 

※ 臨時休校にならない警報発令時や、警報発令に至らない悪天候の場合でも、登校 

に際しては、子どもたちの安全を優先して、無理のないようにしてください。 

臨時休校に なる 警報 

 

 

 

暴風 

 

 

※ 「特別警報」 発令時は、どんな種類の 「特別警報」 でも臨時休校となります。 

大阪市 に 午前 7時の時点 で 発令されている場合 

☆ 臨時休校になる警報、臨時休校にならない警報 ☆ 
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臨時休校となる 特別警報 

大阪市に午前 7時の時点で発令されている場合 
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